
 

令和４年度藤沢市会計年度任用職員採用試験 受験案内 

 第一次試験日 2023年 1月 13日（金）～1月 18日（水） 

   

【申込受付期間】 

2022年 12月 19日（月）午前 9時～2023年 1月 10日（火）午後 3時 
 

１．募集職種、勤務条件等 

募集職種 

募集人員 

報酬額等 

別表 1～6のとおり 

➤本市職員として在職期間がある場合、その職歴に応じて報酬額を決定しま

す。 

➤市職員の給与が改定された場合は、報酬額が増減することがあります。 

任用期間 

2023年 4月 1日から 2024年 3月 31日まで 

➤同一の職が翌年度に設置される場合は、人事評価及び勤務実績等による客観

的な能力の実証に基づき、再度の任用を行う場合があります。 

週 休 日 

休  日 

週休日 別表 1～6のとおり 

休 日 国民の祝日及び年末年始（12月 29日から 31日、1月 2日及び 3日） 

休 暇 

6か月継続勤務し要勤務日の 8割以上出勤した場合に年次有給休暇を付与しま

す。 

その他にも忌引休暇等の特別休暇があります。 

手 当 等 時間外勤務報酬、通勤費、期末手当（時給の職種を除く）等 

社会保険等 

週の勤務時間数により異なります。 

週 20時間以上の職種 健康保険、厚生年金、雇用保険、災害補償 

週 20時間未満の職種 災害補償 

そ の 他 報酬等支給日は毎月 20日 

 

２．受験資格 

 各職種の受験資格は別表に記載しています。 

 なお、地方公務員法第 16条により、次のいずれかに該当する人は受験できません。 

（１）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく 

なるまでの人 

（２）藤沢市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 2年を経過しない人 

（３）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破 

壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

 

➤外国籍の人も受験できますが、採用日において就労が制限される在留資格の人は採  

用されません。 

  



３．受験申込手続 

次の期間中に「e-kanagawa 電子申請システム」から申込みをしてください。 

➤詳細は市ホームページをご確認ください。 

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/syokuin/kaikeinend.html 

 【申込受付期間】 

2022年 12月 19日（月）午前 9時～2023年 1月 10日（火）午後 3時（24時間申込可能） 

➤申込者には 1月 13日（金）正午までに第一次試験の受験案内メールを送信します。 

 

 ◆申込みの注意点◆ 

・複数の職種に申し込むことはできません。 

・障がいのある人で受験に際して配慮が必要な人は、必ず申込み時に電話等で相談して 

ください。（申込期限後に申し出された場合、対応できないことがあります。） 

 

４．試験概要 

（１）第一次試験 

内  容 適性試験（職務遂行上の適性に関する択一式の試験） 

日  程 
2023年 1月 13日（金）午後１時～1月 18日（水）正午 

➤上記期間中はシステムメンテナンス等の時間を除き 24時間受験可能です。 

会  場 
受験者の自宅等（パソコン等から受験する Web試験） 

➤詳細は、申込者に送信するメールにてご確認ください。 

合格発表 
2023年 1月 25日（水）午前 10時頃 藤沢市ホームページに掲示します。 

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/syokuin/kaikeinend.html 

 

（２）第二次試験 

内  容 

面接試験（個人面接） 

➤一般事務員は面接試験（個人面接）のほかに、パソコン操作（Word、Excel）

に関する試験があります。 

日  程 

2023 年 2 月 4 日（土）、5 日（日）、11 日（土）、12 日（日）の指定する 1

日 

➤詳細は第一次試験の合格者にお知らせします。 

会  場 藤沢市役所本庁舎 ➤詳細は第一次試験の合格者にお知らせします。 

合格発表 2023年 2月 20日（月）午前 10時頃 

 

５．その他 

（１）地方公務員法の規定に基づき、採用時はすべて条件付きのものとし、採用後１か月を

良好な成績で勤務したときに会計年度任用職員として正式採用となります。条件付採

用期間の勤務条件に変更はありません。 

（２）受験資格がないこと又は申込書記載事項などが正しくないことが明らかになった場合

は、採用されないことがあります。 

（３）公平性の観点から、試験内容についてのお問い合わせにはお答えできません。 

（４）この試験に関して提出された書類は返却できません。 

（５）この試験に関する採用基準や採用結果は公開しません。 

 

  総務部 職員課 人材育成担当 
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